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2施策体系 ２６の施策と６０の取組

基本目標Ⅰ 安定給水の確保と安全性の向上 基本目標Ⅱ 下水道による良好な循環機能の形成 基本目標Ⅲ 市民サービスの充実と持続可能な経営基盤の確保

⑤受水槽設備の適正管理に向けた支援 ①災害対応能力の強化

１ 市民サービスの充実【持続】
（１）お客さまとの信頼関係の構築

①川崎の上下水道の魅力の情報発信
②適正な給水装置・排水設備工事の施行の確保
③水道料金・下水道使用料の公平かつ適正な徴収

（２）お客さまの利便性の向上

３ 持続可能な経営基盤の確保【持続】

③新たなサービスの提供に向けた取組
２ 国際展開の推進【環境】【持続】

⑦市立小中学校の直結給水化
⑥直結給水方式の導入促進

③工業用水の水質管理
④給水管対策の推進

１ 良質で安全な水の安定供給【安全・安心】
（１）水道水・工業用水の水質管理の徹底

① 水源水質の保全
②安全でおいしい水の取組

２ 災害時の機能維持【強靭】
（１）水道・工業用水道の施設・管路の地震対策

①施設の耐震化
②水道管路の耐震化
③基幹管路の強化

（２）県内水道事業者や企業団等との広域連携
①ダムの相互連携等による水運用
②県内水道システムの再構築に向けた取組

（２）応急給水拠点の整備
①開設不要型応急給水拠点の整備
②災害時の飲料水確保

（３）水道・工業用水道の危機管理対策
①災害対応能力の強化
②災害時の連携強化
③火山噴火による降灰対策及びテロ対策等の強化

３ 水道・工業用水道施設・管路の適切な管理と更新【持続】
（１）水道・工業用水道の施設・管路の老朽化対策

①施設の計画的更新
②管路の計画的更新

（２）水道・工業用水道の施設・管路の維持管理
①施設の維持管理
②管路の維持管理

（３）水道・工業用水道の資源の有効利用
①浄水発生土の有効利用
②再生資源利用の促進

③管路付属物の維持管理
４ 水環境・地球環境への配慮【環境】

（１）水源に係る水環境の維持
①水資源の効率的利用

（２）水道・工業用水道の地球温暖化対策
①再生可能エネルギーの有効利用
②省エネルギー対策

②災害時の連携強化
２ 大雨・浸水への備え【安全・安心】

（１）浸水対策
①重点化地区等における浸水対策

１ 災害時の機能維持【強靭】
（１）下水道の管きょ・施設の地震対策

①下水管きょの地震対策
②水処理センター・ポンプ場の地震対策
③津波対策

（２）下水道の危機管理対策

３ 下水道管きょ・施設の適切な管理と更新【持続】
（１）下水道の管きょ・施設の老朽化対策

①下水管きょの再整備
②水処理センター・ポンプ場の再構築
③処理場・ポンプ場設備の長寿命化対策
④アセットマネジメントの導入

（２）下水道の管きょ・施設の維持管理
①下水管きょの維持管理
②処理場・ポンプ場施設の維持管理

４ 快適で暮らしやすい水環境の創造【環境】
（１）下水道の高度処理

①水処理センターの高度処理化
（２）合流式下水道の改善

①合流式下水道の改善
（３）下水道の未普及地域の解消

①下水道の未普及地域の解消

①資源・施設の有効利用
②再生資源利用の促進

（４）下水道の水質管理・事業場指導業務
①良好な放流水質の確保
②事業場排水の監視・指導

５ 地球環境への配慮【環境】
（１）下水道の地球温暖化対策

①エネルギー対策
②温室効果ガス排出量の削減

（２）下水道の資源・施設の有効利用

①上下水道お客さまセンターの品質向上
②給水装置情報の電子化

（１）持続可能な経営基盤の確保
①組織機構及び職員定数の見直し
②人材育成・意識改革の推進
③収益確保に向けた資産の有効活用
④企業債残高の適正管理

（１）官民連携による国際展開
①かわビズネットによる海外展開

（２）技術協力による国際貢献
①川崎の上下水道技術の世界への発信

【基本目標Ⅰ】 【基本目標Ⅱ】 【基本目標Ⅲ】
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【表１】「施策の達成状況」区分別

達成状況区分 該当例
基本目標

合計
Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Ａ 順調に推移した
（目標を達成した） ◇「施策」を構成する「取組」が順調に推移した場合 8 10 5 23

Ｂ
一定の進捗があった
（目標未達成のものがあ
るが一定の進捗があっ

た）
◇「施策」を構成する「取組」が概ね順調に推移した場合 2 1 0 3

Ｃ
進捗が遅れた

（目標を下回るものが多
くあった）

◇「施策」を構成する「取組」のうち複数の取組の進捗が遅れた場合 0 0 0 0

Ｄ
進捗が大幅に遅れた
（目標を大幅に下回るも
のが多くあった）

◇「施策」を構成する「取組」のうち複数の取組の進捗が大幅に遅れた場合 0 0 0 0

「施策の達成状況」の評価結果
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【表２】「今後の取組構成の妥当性」区分別

取組構成区分 該当例
基本目標

合計
Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Ⅰ 効果的な取組構成である
（現状のまま継続する）

◇施策が目指すべき目標や達成状況を踏まえて、新たな取組の設定
や既存の取組の大きな見直しがない場合 9 10 5 24

Ⅱ 概ね効果的な構成である
（一部見直しの余地がある）

◇社会経済状況が変化していることなどを踏まえ、新たな取組の設
定や既存の取組の見直しの必要がある場合 1 1 0 2

Ⅲ あまり効果的な取組構成でない
（見直し等の余地が大きい）

◇社会経済状況の変化から、取組の入れ替えや既存の取組の見直し
の余地が大きい場合 0 0 0 0

Ⅳ 取組構成に問題がある
（抜本的な見直し等が必要である）

◇社会経済状況に大きな変化がもたらされていることなどから、取
組の構成を含めた抜本的な見直しが必要な場合 0 0 0 0

「今後の取組構成の妥当性」の評価結果
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【基本目標Ⅰ】
２施策について、新型コロナウイルス感染症の影響により訓練回数が目標を下回ったこと、太陽光発

電の自家消費量が日照等の影響により目標を下回ったことから「Ｂ 一定の進捗があった」と評価した。そ
の他８施策は順調に推移した。

【基本目標Ⅱ】
１施策について、令和元年東日本台風で記録した河川水位を踏まえた対策手法の見直しなどの影

響により計画目標を下回ったことから「Ｂ 一定の進捗があった」と評価した。その他10施策は順調に推
移した。

【基本目標Ⅲ】
５施策が順調に推移した。

施策の総括評価結果について
■施策の達成状況

■今後の取組構成の妥当性
基本目標Ⅰの１施策と基本目標Ⅱの１施策において「一部見直しの余地」があるものの、全体とし

ては概ね現在の取組が効果的であると認められることから、現在の取組を継続していく。
今後については、激甚化・頻発化する自然災害、施設の老朽化、温室効果ガスの排出、社会の急
速なデジタル化、厳しさを増す経営環境など、事業環境の変化や経営課題を的確に捉えながら、必要
な取組を推進していく。
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【基本目標Ⅰ 安定給水の確保と安全性の向上】

施策 取組 取組の実績
取組の評価 施策の

達成状況
施策の達成状況区分を選択

した理由
今後の
取組構成
の妥当性

「取組構成の妥当性を選択し
た理由」及び
「今後の方向性」年度 達成度 方向性

水
道
・
工
業
用
水
道
の
危
機
管
理
対
策

①
災
害
対
応
能
力
の
強

化

◆職員を対象とした訓練については、局
災害対策訓練等を実施した。
◆拠点開設に協力する旨の届出がされ
た応急給水拠点における組立・給水訓
練については、実地訓練であることから新
型コロナウイルス感染症の影響により、計
画値を下回った。

H29 3 Ⅰ

Ｂ
一定の
進捗が
あった

◇「災害対応能力の強化」及
び「災害時の連携強化」につい
ては、住民との日程調整等が
必要な一部訓練において、新
型コロナウイルス感染症の影響
により計画目標値を下回ったが、
その他訓練においては、目標を
概ね達成し、一定の進捗が図
れたため。
◇「火山噴火による降灰対策
及びテロ対策等の強化」につい
ては、長沢浄水場の水道用沈
でん池及び活性炭接触池の
覆蓋化工事が完了し、一定の
進捗が図れたため。

Ⅰ
効果的な
取組構成
である

◇災害対応能力及び災害時
の連携を強化していくためには、
継続した訓練が重要であるた
め、改善を繰り返しながら今後
も進めていく。
◇火山噴火などの自然災害や
テロ行為等などが発生した場
合においても、影響を最小限
に抑制し、水道水を安定的に
供給するため、水道用浄水施
設の覆蓋化に取り組み、令和
３年度に完了した。

H30 3 Ⅰ
R1 4 Ⅰ
R2 4 Ⅰ
R3 5 Ⅰ

②
災
害
時
の
連
携
強
化

◆東京都との水の融通に関する訓練や
札幌市等との災害相互訓練等を実施し
た。

H29 3 Ⅰ
H30 3 Ⅰ
R1 3 Ⅰ
R2 3 Ⅰ
R3 3 Ⅰ

③
火
山
噴
火
に
よ
る
降
灰

対
策
及
び
テ
ロ
対
策
等
の

強
化

◆長沢浄水場沈でん池及び活性炭接
触池の覆蓋設置工事は令和２年度の
完成を目標としていたが、工期延期により
令和３年度の完了となった。

H29 3 Ⅰ
H30 3 Ⅰ
R1 3 Ⅰ
R2 5 Ⅰ
R3 3 Ⅵ

施策の総括評価結果一覧
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【基本目標Ⅰ 安定給水の確保と安全性の向上】

施策 取組 取組の実績
取組の評価 施策の

達成状況
施策の達成状況区分を選択

した理由
今後の
取組構成
の妥当性

「取組構成の妥当性を選択し
た理由」及び
「今後の方向性」年度 達成度 方向性

水
道
・
工
業
用
水
道
の
地
球
温
暖
化
対
策

①
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
有
効

利
用

◆鷺沼発電所、江ヶ崎発電所、平間発
電所の水力発電設備や生田配水池の
上部を利用した太陽光発電設備の発電
により、５年間で平均
2,997,780kWh/年以上の売電を行っ
た。また、長沢浄水場の上部を利用した
太陽光発電設備の発電により、長沢浄
水場における使用電力量のうち、５年間
平均17.0％を再生可能エネルギーで
賄ったが、計画目標値の20.0％を下
回った。

H29 2 Ⅰ

Ｂ
一定の
進捗が
あった

◇再生可能エネルギーによる
発電量は、おおむね計画どおり
に推移したが、長沢浄水場の
上部を利用した太陽光発電
設備による場内での自家消費
については、日照等の影響によ
り計画目標を下回ったため。
◇自然流下による水道システ
ムや省エネルギー機器の採用
により地球温暖化対策に貢献
し、計画通り順調に推移したた
め。 Ⅱ

概ね
効果的な
構成である

◇「再生可能エネルギーの有
効利用」については、発電量が、
おおむね計画どおりに推移して
いることから、現在の取組を継
続するとともに、再生可能エネ
ルギーの更なる活用に向けて、
施設上部への太陽光発電設
備の導入検討などを進める。
◇「省エネルギー対策」につい
ては、順調に推移していること
から、今後も地形の高低差に
よる位置エネルギーを生かした
自然流下方式の水道システム
を継続するとともに、施設更新
時等にあわせて電力消費の少
ない設備を導入し電力使用量
を削減するなど、地球温暖化
対策を推進する。

H30 3 Ⅰ
R1 3 Ⅰ
R2 3 Ⅰ
R3 4 Ⅱ

②
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

◆地形の高低差による位置エネルギーを
生かした自然流下方式の水道システムを
継続実施した。
◆設備更新等に合わせて高効率型のポ
ンプ設備や受変電設備、省エネルギー型
の空調設備やLED照明設備を導入した。

H29 3 Ⅰ
H30 3 Ⅰ
R1 3 Ⅰ
R2 3 Ⅰ
R3 3 Ⅰ

施策の総括評価結果一覧
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【基本目標Ⅱ 下水道による良好な循環機能の形成】

施策 取組 取組の実績
取組の評価 施策の

達成状況
施策の達成状況区分を選択

した理由
今後の
取組構成
の妥当性

「取組構成の妥当性を選択し
た理由」及び
「今後の方向性」年度 達成度 方向性

浸
水
対
策

①
重
点
化
地
区
等
に
お
け
る
浸
水
対
策

◆重点化地区における対策については、
大師河原地区は、貯留管を整備し平成
３０年度に対策を完了。三沢川地区は、
平成３０年度に国の下水道浸水被害
軽減総合事業に位置づけ対策に着手す
るとともに、一部地区において令和元年
東日本台風で記録した河川水位を踏ま
え対策手法の見直しを推進。土橋地区
は、令和元年度に国の下水道浸水被害
軽減総合事業に位置づけ対策工事を推
進した。川崎駅東口周辺地区、京町・
渡田地区、大島地区、観音川地区につ
いては、浸水対策手法の検討を行い、政
策決定の上、上下水道事業中期計画
に位置付け公表した。
◆局地的な浸水箇所における対策は、
梶ヶ谷、戸手本町、鷺沼、下作延地区
の対策を完了した。また、千年地区にお
いて対策を推進した。
◆排水樋管周辺地域における対策は、
令和２年度の台風シーズンまでに短期
対策を完了した。また、当面の対策（諏
訪排水樋管周辺地域における既存仮排
水所のポンプ能力の増強工事、山王排
水樋管周辺地域におけるバイパス管布
設工事）を推進するとともに、ポンプゲー
ト設備による中期対策の推進に向け河
川管理者などと協議したほか、長期対策
の実現に向け、取組を上下水道事業中
期計画に位置付け公表した。

H29 3 Ⅰ

Ｂ
一定の
進捗が
あった

◇重点化地区における浸水
対策については、三沢川地区
の一部において令和元年東日
本台風で記録した河川水位を
踏まえ、対策手法の見直しを
行い、着手に遅れが生じたこと
や、土橋地区において工事現
場の地質条件による工事の遅
れが生じたことにより、目標を下
回ったが、対策工事を推進した
ことにより浸水対策実施率が
上昇し、一定の進捗が図られ
たため。
◇局地的な浸水箇所である
排水樋管周辺地域については、
令和元年東日本台風による、
これまでに経験したことのない
多摩川の水位の影響により、
深刻な浸水被害が発生したこ
とを受け、令和２年度の台風
シーズンまでに短期対策を完
了した。また、当面の対策を推
進するとともに、ポンプゲート設
備による中期対策の推進に向
け河川管理者などと協議した
ほか、長期対策の実現に向け
た検討を進め、今後の取組を
令和３年度に上下水道事業
中期計画に位置付け公表した。

Ⅱ
概ね
効果的な
構成である

◇重点化地区における対策に
ついては、雨水管きょなどの整
備を推進するとともに、近年多
発する局地的集中豪雨などに
より浸水被害が発生しているこ
とから、財政的な制約に配慮
しながら、今後も継続して効果
的かつ効率的に事業を推進し
ていく。また、ハード対策に加え、
内水ハザードマップの活用など
の自助を促すためのソフト対策
を組合わせた複合的な対策を
関係機関とも連携しながら実
施していく。
◇局地的な浸水箇所における
対策については、令和元年東
日本台風による被害を踏まえ
て排水樋管周辺地域の対策
内容を計画に位置づけ、当面
の対策及び中期対策の着実
な事業推進を図るとともに、長
期対策の実現に向けた取組を
進めていく。

H30 3 Ⅰ
R1 3 Ⅱ
R2 3 Ⅲ
R3 4 Ⅲ

施策の総括評価結果一覧


